
   坂東市公益通報に関する条例施行規則  

 

 （趣旨）  

第１条 この規則は、坂東市公益通報に関する条例（平成３１年坂東市条例

第  号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。  

 （定義）  

第２条 この規則において使用する用語の意義は、条例において使用する用

語の例による。  

 （公益通報等）  

第３条 条例第５条の公益通報及び条例第６条の外部公益通報（以下「公益

通報等」という。）は、次に掲げる事項を、公益通報書（様式第１号）若

しくは外部公益通報書（様式第２号）、電話、ファクシミリ、電子メール

又は面談により、実名で通報窓口に行うものとする。ただし、法令違反行

為等があることを客観的に証明できる資料がある場合には、実名によらな

いことができる。  

 （１）発生日時  

 （２）発生場所  

 （３）法令違反行為等の具体的な内容  

 （４）法令違反行為等を裏付ける証拠等とその具体的な内容  

 （通報窓口）  

第４条 公益通報等の受付等を行うため、通報窓口を総務部総務課（以下「総

務課」という。）に設置する。  

２ 通報窓口は、次に掲げる事務を所掌する。  

 （１）公益通報等の受付に関すること。  

 （２）通報の対象となった事案に係る事務を所掌する部署（以下「担当部

署」という。）との連絡調整に関すること。  

 （３）公益通報等の相談に関すること。  

３ 通報窓口に係る業務に従事する職員は、総務課に属する職員の中から総

務課長が指名する。  



４ 通報窓口は、公益通報等を受け付けるときは、公益通報者の秘密の保持

に配慮しつつ、氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実を把握するも

のとする。  

５ 通報窓口は、公益通報者に対し、当該公益通報を行ったことを理由とし

た不利益な取扱いがないこと及び当該公益通報者の秘密が保持されるこ

とを説明するものとする。  

６ 通報窓口は、職員等以外の者から、法令違反行為等に相当する事実に係

る公益通報又は相談があった場合は、条例及びこの規則の例により適切に

対応するものとする。  

７ 通報窓口は、公益通報等を受け付けたときは、当該公益通報の内容を整

理し、公益通報等報告書（様式第３号）により報告しなければならない。 

 （公益通報委員会）  

第５条 条例第８条第１項の公益通報委員会（以下「委員会」という。）は、

委員長及び委員４人をもって組織する。  

２ 委員長は、副市長をもって充て、委員は、教育長、総務部長、企画部長

及び市民生活部長をもって充てる。  

３ 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。  

４ 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指名

する委員がその職務を代理する。  

５ 委員会の会議（以下「会議」という。）は、委員長が招集し、委員長が議

長となる。  

６ 委員は、自らが関係する公益通報事案については、会議に出席すること

ができない。  

７ 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求

め、その説明又は意見を聴くことができる。  

８ 委員会の庶務は、総務課において処理する。  

 （通報に関する相談）  

第６条 職員等は、法令違反等に関する相談をすることができる。この場合

において、通報窓口が相談窓口を兼ねるものとする。  

２ 通報窓口は、相談を受けたときは、当該相談内容を勘案し、必要に応じ



て総務部長に報告するものとする。  

 （通報の受理）  

第７条 委員会は、第４条第７項の規定による報告を受けたときは、直ちに

その概要及び当該公益通報に係る受理又は不受理の判断について、公益通

報等受理・不受理報告書（様式第４号）により市長に報告しなければなら

ない。  

２ 委員会は、公益通報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該公益

通報を受理しないことができる。  

 （１）不正の利益を得る目的、他人に損害を与える目的その他不正な目的

であることが明らかなとき。  

 （２）法令違反行為等に該当しないことが明らかなとき。  

 （３）公益通報の内容が極めて不明確であり、公益通報者に説明を求めて

も内容の把握ができないとき。  

３ 委員会は、外部公益通報が次の各号のいずれかに該当するときは、当該

外部公益通報を受理しないものとする。  

 （１）通報対象事実（公益通報者保護法（平成１６年法律第１２２号）第

２条第３項に規定する通報対象事実をいう。以下同じ。）について、市

の機関が処分又は勧告等をする権限を有しないとき。  

 （２）通報対象事実が生じ、又はまさに生じようとしていると認められる

相当な理由がないとき。  

 （３）外部公益通報の内容が具体性を伴わず、明らかでないとき。  

 （４）外部公益通報の内容が虚偽であることが明らかなとき。  

 （５）外部公益通報の内容が単なる伝聞に基づくものであるなど、その内

容について確認することが困難であるとき。  

４ 市長は、公益通報について受理又は不受理の決定及び不受理とした場合

はその理由を遅滞なく、公益通報受理・不受理通知書（様式第５号）によ

り公益通報者に通知しなければならない。ただし、匿名による公益通報者

及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。  

５ 市長は、公益通報者に調査を行うときはその旨及び着手の時期を、調査

を行わないときはその旨及び理由を、前項の通知書により通知するものと



する。  

６ 市長は、外部公益通報が権限を有する事務に該当すると認めるときは、

担当部署を指定し、当該外部公益通報を受理するものとする。担当部署は

外部公益通報の受理又は不受理の決定及び不受理とした場合はその理由

を遅滞なく、外部公益通報受理・不受理通知書（様式第６号）により通知

しなければならない。  

７ 市長は、外部公益通報の通報対象事実に係る処分又は勧告等を行う権限

が他の行政機関に属することが明らかなときは、担当部署から外部公益通

報者に当該行政機関を教示させなければならない。この場合において、法

執行上の支障がない範囲において、当該外部公益通報に係る資料を提供す

るものとする。  

 （調査の実施等）  

第８条 委員会は、公益通報について必要があると認められるときは、法令

違反行為等について担当部署の長その他委員長が指名する職員（以下「調

査員」という。）により調査するものとする。  

２ 調査員は、調査を行うときは、他の職員等に公益通報者が特定されない

よう十分に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。 

３ 調査員は、調査が終了したときは、調査結果を、公益通報調査報告書（様

式第７号）により委員会へ報告しなければならない。  

４ 委員会は、前項の調査結果の審議を行い、公益通報結果報告書（様式第

８号）により市長へ報告しなければならない。  

５ 委員会は、前項の規定により市長に報告するときは、条例第９条の是正

措置等について意見を付すことができる。  

６ 市長は、必要があると認めるときは、外部公益通報の通報対象事実につ

いて担当部署に調査させるものとする。  

７ 担当部署は、外部公益通報について調査を行うときは、外部公益通報者

が特定されないように十分に配慮しつつ、必要かつ相当と認められる方法

で行うものとする。  

８ 担当部署は、調査が終了したときは、外部公益通報調査結果及び措置票

（様式第９号）に記録し、市長へ報告しなければならない。  



９ 通報対象事実に係る担当部署が複数ある場合は、各担当部署は、連携し

て調査を行い、又は措置を講じなければならない。  

 （調査結果等）  

第９条 市長は、公益通報の調査が終了したときは、公益通報者に調査結果

を公益通報調査結果及び措置通知書（様式第１０号）により、当該調査結

果の内容を遅滞なく通知するものとする。ただし、匿名による公益通報者

及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限りでない。  

２ 市長は、他の任命権者に係る公益通報事案については、調査結果を当該

任命権者に通知するものとする。  

３ 市長は、担当部署から外部公益通報者に調査結果を外部公益通報調査結

果及び措置報告書（様式第１１号）により、当該調査結果の内容を遅滞な

く通知させるものとする。ただし、匿名による外部公益通報者及び通知を

希望しない外部公益通報者に対しては、この限りでない。  

 （是正措置等）  

第１０条 市長以外の任命権者は、是正措置を講じたとき及び関係者の処分

等の措置をとったときは、直ちに市長に報告しなければならない。  

２ 市長は、公益通報について是正措置等を講じたときは、公益通報者に当

該是正措置等の内容を、前条第１項の規定による通知と併せて、公益通報

調査結果及び措置通知書により遅滞なく通知するものとする。ただし、匿

名による公益通報者及び通知を希望しない公益通報者に対しては、この限

りでない。  

３ 市長は、外部公益通報について通報対象事実が明らかになったときは、

速やかに法令に基づく処分その他必要な措置（以下「措置等」という。）

を講ずるものとする。  

４ 市長は、措置等を講じたときは、担当部署から外部公益通報者に当該措

置等の内容を、前条第３項の規定による通知と併せて、遅滞なく通知させ

るものとする。ただし、匿名による外部公益通報者及び通知を希望しない

外部公益通報者に対しては、この限りでない。  

５ 市長及び市長以外の任命権者（以下「市長等」という。）は、公益通報等

を受理した日から２か月以内に、公益通報等を処理するよう努めるものと



する。  

 （実効性の確保）  

第１１条 市長等は、公益通報等に係る事案の処理終了後適切な時期に、是

正措置等が十分に機能していることを確認し、必要があると認めるときに

は、新たな是正措置その他改善措置を講ずるよう努めなければならない。 

 （公益通報者等の保護）  

第１２条 市長等は、公益通報者等に対し通報又は相談をしたことを理由と

して不利益な取扱いが行われていないかを適宜確認するなど、公益通報者

等の保護に係る適切な措置を講じなければならない。  

 （処分の軽減）  

第１３条 市長等は、職員等が自ら関与している違法な行為について通報を

行ったときは、当該職員等の懲戒処分等の軽減について考慮できるものと

する。  

 （職員への周知）  

第１４条 市長は、通報窓口及び公益通報処理について、職員等に周知する

ものとする。  

 （処理状況の公表）  

第１５条 市長は、公益通報等の件数、主な内容、市の対応等について、毎

年度公表しなければならない。  

２ 市長は、個別の事案について、必要があると認めるときは、適宜公表す

ることができる。  

 （記録等の管理）  

第１６条 公益通報等に関する記録及び関係資料は、１０年間保存し、公益

通報者等の秘密の保持に配慮し、適切な方法で管理するものとする。  

 （その他）  

第１７条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。  

   附 則  

 この規則は、公布の日から施行する。  

 



様式第１号（第３条関係）  

年  月  日  

坂東市長        様  

 

公 益 通 報 書  

氏   名   

所   属   

連 絡 先   

法令違反

行  為  等  

発 生 日 時    年  月  日    時  分  

発 生 場 所  

具 体 的  

な 内 容  

 

証 拠 等  

（具体的に）  

 

法令違反行為等の事実 

に関する者の所属、職名  

及 び 氏 名 又 は 名 称 

 

通 報 者 が 氏 名 を 記 入 

しない場合はその理由 

 

調査結果等の通知の希望  

（□にチェックすること） 
□ 希望する   □ 希望しない  

備   考  
 

 

 



様式第２号（第３条関係）  

年  月  日  

坂東市長        様  

 

外  部  公  益  通  報  書  

通  報  者  

氏    名  
記  名   

匿  名  （理由）  

自    宅  
住  所   

電話番号   FAX 番号  

勤 務 先 等 

事業所名   

部  署   役  職   

所  在  地   

電話番号   

連  絡   先   

勤 務 区 分 等 □従業員 □パート・アルバイト  □派遣労働者  □その他  

通報内容  

法令違反等が  □生じている □生じようとしている  

い    つ   

ど  こ   で   

誰    が   

何 を し た か 

（ し よ う と 

しているか） 

 

事実を知った  

経    緯  

 

特 記 事 項  

証拠書類等の用意   □ 有    □ 無  

調査結果等の通知   □ 希望する □ 希望しない  

 ※ 分かる範囲で記入してください。  



様式第３号（第４条関係）  

 

年  月  日  

坂東市公益通報委員会委員長 様  

 

通報窓口（総務課）   

 

公  益  通  報  等  報  告  書  

 

 公益通報等がありましたので、坂東市公益通報に関する条例施行規則第４

条第７項の規定により、次のとおり報告します。  

受 付 日 時    年  月  日  

件   名   

通報の方法  □通報書 □電話 □ファクシミリ □電子メール □面談  

通 報 者  
記名   

匿名  （理由）  

通報の概要  

１ 通報対象者  

 

２ 法令違反行為等  

 

３ 証拠等  

 

４ ほかに通報内容を知っている者  

 

５ 特記事項  

 

 



様式第４号（第７条関係）  

 

年  月  日  

坂東市長        様  

 

坂東市公益通報委員会委員長   

 

公益通報等受理・不受理報告書  

 

 公益通報等がありましたので、坂東市公益通報に関する条例施行規則第７

条第１項の規定により、次のとおり報告します。  

受 付 日 時    年  月  日   時  分  

件    名  

通  報  者 
記名   

匿名  （理由）  

通 報 の 概 要 

 

受理・不受理  

 □ 受理する  

 □ 受理しない  

  （理由）  

 



様式第５号（第７条関係）  

 

第     号  

年  月  日  

        様  

 

坂東市長        印   

 

公益通報受理・不受理通知書  

 

   年  月  日にあなたから受けた通報につきまして、坂東市公益通

報に関する条例施行規則第７条第４項及び第５項の規定により通知します。  

 

受理・不受理  

 □ 受理しました（  年  月  日受理）  

 □ 受理しません  

  不受理理由  

 

 

 

調 査 の 実 施 

 □ 調査を行います（  年  月  日着手予定） 

 □ 調査を行いません  

  調査を行わない理由  

 

 

 

 



様式第６号（第７条関係）  

 

第     号  

年  月  日  

        様  

 

坂東市長        印   

 

外部公益通報受理・不受理通知書  

 

１ 受理する場合  

 

     年  月  日に、あなたから受けた通報は、  年  月  日

付けで外部公益通報として受理し、調査を開始しましたので、坂東市公

益通報に関する条例施行規則第７条第６項の規定により通知します。  

 

２ 受理しない場合  

 

     年  月  日に、あなたから受けた通報は、次の理由により外

部公益通報と認められず、  年  月  日付けで不受理と決定しま

したので、坂東市公益通報に関する条例施行規則第７条第６項の規定に

より通知します。  

 

  （不受理とする理由）  

 



様式第７号（第８条関係）  

 

年  月  日  

坂東市公益通報委員会委員長 様  

 

調査員           

 

公  益  通  報  調  査  報  告  書  

 

 通報のあった事実について、調査が終了しましたので、坂東市公益通報に

関する条例施行規則第８条第３項の規定により、次のとおり報告します。  

受 付 日     年  月  日  

受 理 日     年  月  日  

件   名   

通報の方法  □通報書 □電話 □ファクシミリ □電子メール □面談  

通 報 者  
記名  所属      職名    氏名  

匿名  （理由）  

通 報 内 容 
 

調 査 期 間    年  月  日から   年  月  日まで  

調 査 方 法 
 

調 査 結 果 

法令違反行為等の有無  □ 有   □ 無  

 

特 記 事 項 
 

 



様式第８号（第８条関係）  

 

年  月  日  

坂東市長        様  

 

  坂東市公益通報委員会委員長   

 

公  益  通  報  結  果  報  告  書  

 

 通報のあった事実について、調査結果を審議しましたので、坂東市公益通

報に関する条例施行規則第８条第４項の規定により、次のとおり報告します。 

受 付 日     年  月  日  

受 理 日     年  月  日  

件   名   

通報の方法  □通報書 □電話 □ファクシミリ □電子メール □面談  

通 報 者  
記名  所属      職名    氏名  

匿名  （理由）  

通 報 内 容 
 

調 査 結 果 

法令違反行為等の有無  □ 有   □ 無  

 

特 記 事 項 

是正措置等  

の 意 見  

 

 



様式第９号（第８条関係）  

 

年  月  日  

坂東市長        様  

 

担当部署   

 

外部公益通報調査結果及び措置票  

担 当 部 署  担 当 者   

受 付 日     年  月  日  

受 理 日     年  月  日  

調 査 機 関    年  月  日から   年  月  日まで  

通 報 者  

 氏  名  

 勤務先等  

 連  絡  先  

通報の概要  

 

 

 

調 査 方 法 

 

 

 

調査担当者   

調 査 結 果 

 

 

 

措 置 内 容 

 

 

 

特 記 事 項  



様式第１０号（第９条、第１０条関係）  

 

第     号  

年  月  日  

        様  

 

  坂東市長        印   

 

公益通報調査結果及び措置通知書  

 

 通報のありました事実について、坂東市公益通報に関する条例施行規則第

９条第１項及び第１０条第２項の規定により、次のとおり通知します。  

受理年月日     年  月  日  

調 査 期 間    年  月  日から   年  月  日まで  

調 査 結 果 

法令違反行為等の有無  □ 有   □ 無  

 

措 置 内 容 
 

そ の 他  

参 考 事 項 

 

 



様式第１１号（第９条、第１０条関係）  

 

第     号  

年  月  日  

        様  

 

  坂東市長        印   

 

外部公益通報調査結果及び措置通知書  

 

 通報のありました事実について、坂東市公益通報に関する条例施行規則第

９条第３項及び第１０条第４項の規定により、次のとおり通知します。  

受理年月日     年  月  日  

調 査 期 間    年  月  日から   年  月  日まで  

調 査 結 果 

 

措 置 内 容 

 

 

 

 

 

そ の 他  

参 考 事 項 

 

 

 

 

 


